
サラ金やクレジットなどの 多重債務問題は

できます！返済でお困りの方
一刻も早く、無料相談窓口へ！一刻も早く、無料相談窓口へ！
法律の専門家の支援を受けて解決しましょう。

（※窓口一覧を裏面に記載しています。）

債務整理から生活再建までの流れ

相談窓口で相談
（無料で相談できます）

法律の専門家に依頼

借金の額を確認します。（利息の引き直し計算を行います。）
債務整理の方法を助言します。

債　務　整　理

債務整理の方法 ※詳しい内容については、相談の際に確認してください。
借金総額が比較的少額の方、利息の引き直し計算で借金の減額
が見込まれる方に適しています。   

話し合いにより柔軟な返済計画を組めます。

借金している貸金業者の数が少ない方、利息の引き直し計算で
借金の減額が見込まれる方に適しています。
裁判所の調停委員の仲介で、公平な結論が期待できます。

借金をしている貸金業者の数や額が多い方、給与等の定期的収
入がある方、住宅ローンがあるが住宅を手放したくない方に適
しています。
住宅を失わずに借金を整理することも可能です。

返済の見込みがない方に適しています。

返済計画に従って借金を返済します。

免責が許可されれば、早期に借金から解放されます。

必ず解決必ず解決

（又は自分で裁判所に申立て）

解決に当たる法律の専門家を紹介します。 

事業者からの取立てがストップします。

過払い利息が返金される場合があります。

計画的な家計管理を行いましょう！

あなたに適した債務整理方法を選択します。

返済計画の合意、決定がされます。

借金の減額、免責、清算が行われます。

裁判所を使わず、当事者   
間の話し合いで返済方法   
を和解

任 意 整 理  

裁判所が債権者と債務者   
の間に立って利害関係を   
調整

特 定 調 停

裁判所を通じて債務の支   
払いを免責

自 己 破 産

生活の立て直し

裁判所が認可した再生計
画に基づき、債務を返済
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奈 良 県 多 重 債 務 者 対 策 協 議 会
事務局：奈良県くらし創造部  消費・生活安全課
　　　　消費者行政係　☎0742－27－8704



法律専門家による無料法律相談     ※原則１人１回相談料無料
相 談 窓 口 相談受付時間 電 話 番 号 相　談　等

弁護士会
「借金おなやみダイヤル」

月～金
9:30～17:00 0742－20－7830 紹介を受けた弁護士の事務所で相談できます。

火・金13:00～ 16:00は電話相談にも応じています。

司法書士会
司法書士総合相談センター

月～金
9:00～17:00

0742－22－6677
（FAX　0742－22－6678）

月・水・金13:00～ 16:20（面談・電話）<要予約>
希望すれば受任する司法書士を会が紹介します。

多重債務者支援団体による無料相談     ※相談のみであれば、何回でも無料。　
相 談 窓 口 相談受付時間 電 話 番 号 相　談　等

公益財団法人
日本クレジット
カウンセリング協会
大阪センター

月～金
（12/28～ 1/4
と祝日等を除く）
10:00～12:40
14:00～16:40

多重債務ほっとライン
0570－031640
（ナビダイアル）

※�弁護士と消費生活アドバイザーが無料で、債
務整理や生活再建の相談に応じます。 
※�また、希望日時に面談（初回60分程度）によ
る相談を無料で受けられます。
※�さらに、任意整理は無料で行っております。
　（御負担は面談場所までの交通費のみ） 
 　【面談場所】大阪駅前第１ビル　11階
　　　　　　　（大阪駅、梅田駅から徒歩４～８分）
※内閣総理大臣の公益認定を受けた法人です。 

国の多重債務者相談窓口
相 談 窓 口 相談受付時間 電 話 番 号 相　談　等

近畿財務局
奈良財務事務所総務課

月～金
9:00～ 17:00

事務所0742－27－3161
本　局06－6949－6523

平日毎日（電話は随時受付。面談は要予約）
必要に応じ本局の専門の相談員に引き継ぎいたします。

法テラス
日本司法支援センター

月～金
9:00～ 17:00 050－3383－5450

※情報提供（相談員がお話をお伺いします）
　10:00～ 16:00
※無料法律相談ー月・水・金に法テラスで弁護士相談
　（火・木は相談会場が奈良弁護士会館になります）（予約制）
※�「民事法律扶助制度」により、弁護士・司法書士
費用・裁判費用の立替えを行っています。法律相
談と立替制度は収入・資産基準以下の方にご利用
いただけます。

県の消費者相談窓口
相 談 窓 口 相談受付時間 電 話 番 号 相　談　等

消費生活センター
月～金

9:00～ 16:30

0742－36－0931
（FAX 0742－32－2686） 消費生活相談員が電話、面談で事情を確認、情報提

供や助言を行います。
法律の専門家（相談窓口）を紹介します。消費生活センター

中南和相談所
0745－22－0931
（FAX 0745－22－4999）

相談窓口一覧

市町村の相談窓口については、それぞれの役所にお問い合わせください。
無料の法律相談を行っている市町村もあります。

☆債務整理に当たって、法律専門家に依頼する費用が心配な方
法テラスの「民事法律扶助制度」で、弁護士、司法書士に支払う費用を一時的に立て替
えてもらえます。利用に当たっては資力などの審査が必要です。生活保護の方や、収入
が少ない方は、立替金の償還を猶予する制度もありますので、相談窓口で御相談ください。

相談をスムーズに進めるため、御準備・御持参ください。
・債務一覧表（業者名と連絡先、最初の借入年月日と元本額、借入残高、保証人等）
・借入や返済の状況が分かる資料（契約書、振込控、預貯金通帳、利用明細、返済表等）
・収入に関する資料（給与明細、源泉徴収票、個人事業主の場合は直近の税務申告書等）

☆貸金業者による違法な取立てにお困りの方は下記に御相談ください。
　　　  県警本部　奈良県悪質商法１１０番・・・・・０７４２－２４－９４４１
　　　  各警察署内　生活安全課
　　　  近畿財務局奈良財務事務所理財課・・・・・・０７４２－２７－３１６３
　　　  県産業・雇用振興部地域産業課金融支援係・・０７４２－２７－８８０７


